
且薔産璽省

内閣総理大臣 岸田 文雄 殿

20220803 保第 1 号

令和 4 年 8 月 1 7 日

経済産業大臣 西村 康稔

家庭用品品質表示法第 3 条第4 項及び第 5 項の規定に基づく要請

家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため家庭用品品質表示法第3条

第4 項及び第 5 項の規定に基づき、 別紙のとおり表示の標準となるべき事項を

変更することを要請します。

（資料2-3）



 

 

別 紙 

 

家庭用品品質表示法 電気機械器具品質表示規程（エアコンディショナー及び換気扇）

に係る表示の標準となるべき事項の変更に関する要請について 

 

１．家庭用品品質表示法の概要 

  家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４号。以下「家表法」という。）は、家庭

用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とし、

その対象となる家庭用品を指定し、当該家庭用品の品質に関する表示の標準となるべき

事項を定めることを規定している。 

 

２．改正趣旨 

  令和４年５月に、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネル

ギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等（平成２１年経済産業省告示第２１３号。以

下「基準」という。）」の区分名等が改正されたことを踏まえ、家表法第３条第１項の規定

に基づき定められた「電気機械器具品質表示規程（以下「電気規程」という。）」のエアコ

ンディショナーに表示すべき事項に関し、基準を引用している箇所の規定等について、今

般、所要の改正を行うものである。 

また、電気規程の換気扇に表示すべき事項に関し、風量を「毎分」の単位で表示するこ

ととしているところ、現行の建築基準法における換気量の算出及び建築設備設計基準に

おける換気回数においては「毎時」の単位で算出や表示が行われているため、消費者にと

って分かりづらい表示となる事例が確認されていることを踏まえ、今般、当該単位を「毎

時」にするよう、規定の所要の改正を行うものである。 

なお、家表法においては、経済産業大臣は、表示の標準となるべき事項が定められる（変

更される）ことにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣

総理大臣に対して、当該事項の案を添えて、その策定を要請することができる旨が規定さ

れている（家表法第３条第４項及び第５項）。 

 

３．改正内容 

（１）電気規程「エアコンディショナー」 

①区分名の表示区分を変更 

電気規程別表第二 一（二）区分名の表示区分について、ユニットの形態、冷房能力、

仕様（寒冷地仕様、寒冷地仕様以外）の３要素で区分分けを行い１０区分にする。 

 

区分名 ユニットの形態 冷房能力 仕様 

Ⅰ 2.8kW以下 寒冷地仕様以外のもの 



 

 

Ⅱ 直吹き形で壁掛け形

のもの 

寒冷地仕様のもの 

Ⅲ 2.8kW超 28.0kW以下 寒冷地仕様以外のもの 

Ⅳ 寒冷地仕様のもの 

Ⅴ 直吹き形で壁掛け形

のもの以外の分離形

のもの 

3.2kW以下 － 

Ⅵ 3.2kW超 4.0kW以下 － 

Ⅶ 4.0kW超 28.0kW以下 － 

Ⅷ マルチタイプのもの 4.0kW以下 － 

Ⅸ 4.0kW超 7.1kW以下 － 

Ⅹ 7.1kW超 28.0kW以下 － 

 

②日本産業規格の変更 

電気規程別表第二 一（一）、（三）及び（四）測定方法等について、引用している日本

産業規格が明確になるように日本産業規格の年号を追記する。なお、日本産業規格の年号

を追記することに伴う表示の変更はない。 

 

（２）電気規程「換気扇」 

電気規程別表第二 十二（二）風量の表示について、「毎分」を「毎時」に変更する。 

 

４．今後の予定 

令和５年１月に改正告示の公布及び施行を予定である。 

なお、事業者に対する周知及び準備のため経過措置を設け、施行から令和５年１２月３１

日までの間にエアコンディショナー及び換気扇に表示するものについては、なお従前の例

によることができることとする予定である。 
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電
気
機
械
器
具
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
機
械
器
具
品
質
表
示

規
程
（
平
成
二
十
九
年
消
費
者
庁
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

一

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

一

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

（
一
）

冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、
エ
ア
コ
ン

（
一
）

冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、
エ
ア
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
周
波
数
ご
と
に
標
準
電
圧
（
百
ボ
ル
ト
又

デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
周
波
数
ご
と
に
標
準
電
圧
（
百
ボ
ル
ト
又

は
二
百
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
日
本

は
二
百
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
日
本

産
業
規
格
Ｂ
八
六
一
五
―
一
：
二
〇
一
三
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

産
業
規
格
Ｂ
八
六
一
五
―
一
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
―
第
一
部

ナ
―
第
一
部
：
直
吹
き
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
及
び
ヒ
ー
ト
ポ

：
直
吹
き
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
―
定
格

ン
プ
―
定
格
性
能
及
び
運
転
性
能
試
験
法
）
及
び
日
本
産
業
規
格

性
能
及
び
運
転
性
能
試
験
法
）
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｃ
九
六
一
二

Ｃ
九
六
一
二
：
二
〇
一
三
（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
）
の

（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
）
の
八
・
一
（
運
転
性
能
の
試

八
・
一
（
運
転
性
能
の
試
験
）
に
規
定
す
る
冷
房
能
力
又
は
暖
房

験
）
に
規
定
す
る
冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
（
標
準
）
の
試
験
方

能
力
（
標
準
）
の
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
て
得
ら
れ
た
数
値
を

法
に
よ
り
測
定
し
て
得
ら
れ
た
数
値
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
単
位
で
表

キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
許

示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
許
容
範
囲
は
、
表
示
値
の
マ

容
範
囲
は
、
表
示
値
の
マ
イ
ナ
ス
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
（
電
熱
装

イ
ナ
ス
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
（
電
熱
装
置
の
み
に
よ
り
暖
房
を
行

置
の
み
に
よ
り
暖
房
を
行
う
も
の
の
暖
房
能
力
の
表
示
の
場
合
に

う
も
の
の
暖
房
能
力
の
表
示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
示
値
が
一

あ
っ
て
は
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
と
き
は
、
そ
の
値

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
十

の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
、
表
示
値
が
一
キ
ロ

パ
ー
セ
ン
ト
以
内
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
と
き
は

ワ
ッ
ト
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
、
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ

内
、
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
蒸

ン
ト
以
内
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
に
つ
い
て
は

発
式
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
の
表
示
、

、
冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
の
表
示
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方

電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も

法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
暖
房
能
力
の
表
示
を

の
に
つ
い
て
は
、
暖
房
能
力
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

（
二
）

区
分
名
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
の
表
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
形
態

（
二
）

区
分
名
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
の
表
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
形
態

欄
、
冷
房
能
力
欄
、
仕
様
欄
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
区
分
名
欄

欄
、
冷
房
能
力
欄
、
室
内
機
の
寸
法
タ
イ
プ
欄
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

に
掲
げ
る
用
語
を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式

同
表
の
区
分
名
欄
に
掲
げ
る
用
語
を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と
。
た

の
も
の
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方

だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装

法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
区
分
名

置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
は
、
区
分
名
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ユ
ニ
ッ
ト
の
形
態

冷
房
能
力

仕
様

区
分

ユ
ニ
ッ
ト
の
形
態

冷
房
能
力

室
内
機
の
寸
法
タ

区
名

名

イ
プ

直
吹
き
形
で
壁
掛

二
・
八
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

寒
冷
地
仕
様
以
外

Ⅰ

直
吹
き
形
で
壁
掛

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

寸
法
規
定
タ
イ
プ

Ａ

け
形
の
も
の
（
マ

の
も
の

け
形
の
も
の
（
マ

（
室
内
機
の
横
幅

ル
チ
タ
イ
プ
の
も

寒
冷
地
仕
様
の
も

Ⅱ

ル
チ
タ
イ
プ
の
も

寸
法
八
百
ミ
リ
メ

の
の
う
ち
室
内
機

の

の
の
う
ち
室
内
機

ー
ト
ル
以
下
か
つ

の
運
転
を
個
別
制

二
・
八
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

寒
冷
地
仕
様
以
外

Ⅲ

の
運
転
を
個
別
制

高
さ
二
百
九
十
五

御
す
る
も
の
を
除

二
十
八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

の
も
の

御
す
る
も
の
を
除

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

く
。
）

以
下

寒
冷
地
仕
様
の
も

Ⅳ

く
。
）

下

の

も

の

を

い

の

う
。
以
下
同
じ
。

）

直
吹
き
形
で
壁
掛

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ⅴ

寸
法
フ
リ
ー
タ
イ

Ｂ

け
形
の
も
の
以
外

プ
（
寸
法
規
定
タ

の
分
離
形
の
も
の

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ⅵ

イ
プ
以
外
の
も
の

（
マ
ル
チ
タ
イ
プ

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

を
い
う
。
以
下
同

の
も
の
の
う
ち
室

じ
。
）

内
機
の
運
転
を
個

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ⅶ

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

寸
法
規
定
タ
イ
プ

Ｃ

別
制
御
す
る
も
の

二
十
八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

を
除
く
。
）

以
下

寸
法
フ
リ
ー
タ
イ

Ｄ

マ
ル
チ
タ
イ
プ
の

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ⅷ

プ

も
の
で
あ
っ
て
室

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ｅ

内
機
の
運
転
を
個

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ⅸ

五
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

別
制
御
す
る
も
の

七
・
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

五
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ｆ

七
・
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ⅹ

六
・
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
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二
十
八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

六
・
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ｇ

以
下

二
十
八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

以
下

直
吹
き
形
で
壁
掛

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｈ

け
形
の
も
の
以
外

の
分
離
形
の
も
の

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ｉ

（
マ
ル
チ
タ
イ
プ

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

の
も
の
の
う
ち
室

内
機
の
運
転
を
個

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ｊ

別
制
御
す
る
も
の

二
十
八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

を
除
く
。
）

以
下

マ
ル
チ
タ
イ
プ
の

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｋ

も
の
で
あ
っ
て
室

内
機
の
運
転
を
個

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ｌ

別
制
御
す
る
も
の

七
・
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

七
・
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

Ｍ

二
十
八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

以
下

（
三
）

冷
房
消
費
電
力
又
は
暖
房
消
費
電
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、

（
三
）

冷
房
消
費
電
力
又
は
暖
房
消
費
電
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
周
波
数
ご
と
に
標
準
電
圧
に
お

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
周
波
数
ご
と
に
標
準
電
圧
に
お

け
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
六
一
五
―
一
：
二
〇
一
三
（
エ
ア
コ
ン

け
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
六
一
五
―
一
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

デ
ィ
シ
ョ
ナ
―
第
一
部
：
直
吹
き
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
及
び

―
第
一
部
：
直
吹
き
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
―
定
格
性
能
及
び
運
転
性
能
試
験
法
）
及
び
日
本

プ
―
定
格
性
能
及
び
運
転
性
能
試
験
法
）
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｃ

産
業
規
格
Ｃ
九
六
一
二
：
二
〇
一
三
（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ

九
六
一
二
（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
）
の
八
・
一
（
運
転

ョ
ナ
）
の
八
・
一
（
運
転
性
能
の
試
験
）
に
規
定
す
る
冷
房
能
力

性
能
の
試
験
）
に
規
定
す
る
冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
（
標
準
）

又
は
暖
房
能
力
（
標
準
）
の
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
冷
房

の
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
冷
房
消
費
電
力
又
は
暖
房
消
費

消
費
電
力
又
は
暖
房
消
費
電
力
の
数
値
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
数
値
が

電
力
の
数
値
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
数
値
が
千
未
満
の
場
合
は
ワ
ッ
ト

千
未
満
の
場
合
は
ワ
ッ
ト
）
の
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
。
こ
の
場

）
の
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
許
容
範
囲
は

合
に
お
け
る
許
容
範
囲
は
、
表
示
値
の
プ
ラ
ス
三
パ
ー
セ
ン
ト
以

、
表
示
値
の
プ
ラ
ス
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
（
電
熱
装
置
の
み
に
よ

内
（
電
熱
装
置
の
み
に
よ
り
暖
房
を
行
う
も
の
の
暖
房
消
費
電
力

り
暖
房
を
行
う
も
の
の
暖
房
消
費
電
力
の
表
示
の
場
合
に
あ
っ
て

の
表
示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の

は
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
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と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
、

ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト

表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
、
マ

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
、
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
）
と
す

イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の

る
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
冷
房
運
転
又
は

も
の
に
つ
い
て
は
、
冷
房
運
転
又
は
暖
房
運
転
の
と
き
の
消
費
電

暖
房
運
転
の
と
き
の
消
費
電
力
の
表
示
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又

力
の
表
示
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方

は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う

法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
暖
房
運

も
の
に
つ
い
て
は
、
暖
房
運
転
の
と
き
の
消
費
電
力
の
表
示
を
省

転
の
と
き
の
消
費
電
力
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
四
）

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
に
際
し
て
は
、
日
本
産

（
四
）

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
に
際
し
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｃ
九
六
一
二
：
二
〇
一
三
（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

業
規
格
Ｃ
九
六
一
二
（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
）
に
規
定

ナ
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
を
小
数
点
以
下
一

す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
を
小
数
点
以
下
一
桁
ま
で
表
示

桁
ま
で
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
及
び
ヒ
ー

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖

ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に

房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を

よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
を

率
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
（
五
）
～
（
七
）

略
］

［
（
五
）
～
（
七
）

同
上
］

［
二
～
十
一

略
］

［
二
～
十
一

同
上
］

十
二

換
気
扇

十
二

換
気
扇

（
一
）

［
略
］

（
一
）

［
同
上
］

（
二
）

風
量
の
表
示
に
際
し
て
は
、
換
気
扇
の
定
格
周
波
数
ご
と
に

（
二
）

風
量
の
表
示
に
際
し
て
は
、
換
気
扇
の
定
格
周
波
数
ご
と
に

日
本
産
業
規
格
Ｃ
九
六
〇
三
（
換
気
扇
）
に
規
定
す
る
風
量
の
算

日
本
産
業
規
格
Ｃ
九
六
〇
三
（
換
気
扇
）
に
規
定
す
る
風
量
の
算

出
方
法
に
よ
り
得
た
数
値
を
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
単
位
で
表
示

出
方
法
に
よ
り
得
た
数
値
を
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
の
単
位
で
表
示

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
許
容
範
囲
は
、
表
示
値
の

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
許
容
範
囲
は
、
表
示
値
の

プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
。

プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
。

な
お
、
空
気
の
排
出
の
ほ
か
、
吸
入
も
で
き
る
構
造
の
も
の
に

な
お
、
空
気
の
排
出
の
ほ
か
、
吸
入
も
で
き
る
構
造
の
も
の
に

あ
っ
て
は
、
排
出
及
び
吸
入
の
風
量
を
そ
れ
ぞ
れ
表
示
す
る
こ

あ
っ
て
は
、
排
出
及
び
吸
入
の
風
量
を
そ
れ
ぞ
れ
表
示
す
る
こ

と
。

と
。

［
（
三
）
～
（
五
）

略
］

［
（
三
）
～
（
五
）

同
上
］

［
十
三
～
十
六

略
］

［
十
三
～
十
六

同
上
］

備
考

表
中[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

令
和

年

月

日
ま
で
の
間
に
電
気
機
械
器
具
の
品
質
に
関
す
る
表
示
が
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。




